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る
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
有
す
る

固
定
資
産
に
つ
い
て
支
出
す
る

金
額
で
次
に
掲
げ
る
金
額
に
該

当
す
る
も
の
は
、
そ
の
支
出
す

る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お

い
て
損
金
の
額
に
算
入
せ
ず
、

資
本
的
支
出
と
し
て
、
当
該
修

繕
を
し
た
固
定
資
産
の
取
得
価

額
に
算
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

①
当
該
資
産
の
取
得
の
時
に
お

い
て
通
常
の
管
理
又
は
修
理

を
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に

予
想
さ
れ
る
当
該
資
産
の
使

用
可
能
期
間
を
延
長
さ
せ
る

部
分
に
対
応
す
る
金
額

②
当
該
資
産
の
取
得
の
時
に
お

い
て
通
常
の
管
理
又
は
修
理

を
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に

予
想
さ
れ
る
当
該
資
産
の
価

値
を
増
加
さ
せ
る
部
分
に
対

応
す
る
金
額

　
し
か
し
、
使
用
可
能
期
間
の

延
長
や
価
額
の
増
加
に
対
応
す

る
部
分
の
金
額
の
算
定
は
実
務

上
困
難
な
場
合
が
多
い
た
め
、

最
終
的
に
は
実
質
に
よ
り
資
本

的
支
出
か
修
繕
費
か
を
判
定
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
生
命
保
険
契
約
の
満
期
に
よ

り
生
命
保
険
金
を
受
け
取
る
場

合
に
は
、
保
険
料
の
負
担
者
、

保
険
金
の
受
取
人
が
誰
で
あ
る

か
に
よ
り
所
得
税
・
贈
与
税
の

い
ず
れ
か
の
課
税
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
保
険
料
の
負
担
者
と

保
険
金
受
取
人
が
同
一
人
の
場

合
は
、
所
得
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
。
こ
の
場
合
の
満
期
保
険
金

を
一
時
金
で
受
領
し
た
場
合
は

一
時
所
得
、
満
期
保
険
金
を
年

金
で
受
領
し
た
場
合
は
雑
所
得

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料

の
負
担
者
と
保
険
金
受
取
人
が

異
な
る
場
合
で
、
満
期
保
険
金

を
一
時
金
で
受
領
し
た
と
き
は

贈
与
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
満

期
保
険
金
を
年
金
で
受
領
し
た

場
合
は
所
得
税
（
雑
所
得
）
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　
夫
の
死
亡
保
険
金
の
受
取
人

が
子
供
で
あ
っ
た
た
め
、
子
供

が
一
旦
生
命
保
険
金
を
受
け
取

っ
た
後
、
そ
の
生
命
保
険
金
を

妻
で
あ
る
私
と
子
供
で
話
し
合

っ
て
分
け
る
場
合
は
、
子
供
か

ら
妻
へ
の
贈
与
と
な
り
、
贈
与

税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。 

被
相
続
人
が
保
険
料
を
支
払
っ

て
い
た
生
命
保
険
金
は
、
相
続

税
法
上
の
み
な
し
相
続
財
産
で

あ
り
本
来
の
相
続
財
産
で
は
な

い
た
め
、
遺
産
分
割
の
対
象
と

は
な
ら
ず
、
契
約
上
の
受
取
人

が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得

し
た
と
み
な
さ
れ
相
続
税
の
課

税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
契
約
上
の
受
取
人
以

外
の
人
が
保
険
金
を
受
け
取
っ

た
場
合
に
は
、
そ
の
人
は
、
そ

の
契
約
上
の
受
取
人
か
ら
贈
与

に
よ
り
取
得
し
た
こ
と
に
な
り

贈
与
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
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